
規 則 番 号 規     則     名 

規則第８６号 さいたま市事業所事務分掌規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１１月２８日公布 所管課：総務課】

規則第８７号 さいたま市公印規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１１月３０日公布 所管課：総務課】

規則第８８号 さいたま市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

【平成３０年１１月３０日公布 所管課：児童相談所】

規則第８９号 さいたま市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１１月３０日公布 所管課：国民健康保険課】

規則第９０号 さいたま市心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する

規則 

【平成３０年１２月１２日公布 所管課：年金医療課】

規則第９１号 さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

【平成３０年１２月１７日公布 所管課：ＩＣＴ政策課】

規則第９２号 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

【平成３０年１２月２１日公布 所管課：環境対策課】

規則第９３号 さいたま市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する

規則 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：職員課】

規則第９４号 さいたま市職員の宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：職員課】

規則第９５号 さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：職員課】

規則第９６号 さいたま市大宮区役所駐車場条例施行規則 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：大宮区役所新庁舎建設準備室】



規則第９７号 さいたま市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：都市公園課】

規則第９８号 さいたま市文書管理規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１２月２８日公布 所管課：総務課】

規則第９９号 さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成３０年１２月２８日公布 所管課：税制課】



さいたま市規則第８６号 

   さいたま市事業所事務分掌規則の一部を改正する規則 

 さいたま市事業所事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８７号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

事業所 位置 

 ［略］ 

浦和東部まちづくり

事務所 

さいたま市緑区大字

大門２５６４番地６ 

 ［略］ 

事業所 位置 

 ［略］ 

浦和東部まちづくり

事務所 

さいたま市緑区大字

大門１６７８番地１ 

 ［略］ 

   附 則 

 この規則は、平成３１年１月４日から施行する。 



さいたま市規則第８７号 

さいたま市公印規則の一部を改正する規則 

さいたま市公印規則（平成１３年さいたま市規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第５条、第８条関係） 別表第１（第５条、第８条関係）

 ［略］  ［略］

 職印  職印

ア 市長印 ア 市長印

公印の

名称

ひな

形番

号

書

体

寸法（

ミリメ

ートル

）

個

数
使用区分 保管者

 ［略］

幼児未

来部専

用さい

たま市

長印

 ［略］

子ども

家庭総

合セン

ター専

用さい

たま市

長印 

３ て

ん

書

方２７ １子ども家

庭総合セ

ンターの

主管する

事務で市

長名をも

って発す

る文書 

子ども

未来局

子ども

家庭総

合セン

ター総

務課長 

 ［略］

市民生

活安全

課専用

さいた

ま市長

印 

 ［略］ 

公印の

名称

ひな

形番

号

書

体

寸法（

ミリメ

ートル

）

個

数
使用区分 保管者

 ［略］

幼児未

来部専

用さい

たま市

長印

 ［略］

 ［略］

市民生

活安全

課専用

さいた

ま市長

印 

 ［略］ 



大宮盆

栽美術

館専用

さいた

ま市長

印 

５ て

ん

書

方２７ １大宮盆栽

美術館の

主管する

事務で市

長名をも

って発す

る文書 

スポー

ツ文化

局文化

部大宮

盆栽美

術館副

館長 

 ［略］ 

介護保

険課専

用さい

たま市

長印 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

介護保

険課専

用さい

たま市

長印 

［略］ 

児童相

談所専

用さい

たま市

長印 

５ て

ん

書

方２７ １児童相談

所の主管

する事務

で市長名

をもって

発する文

書 

子ども

未来局

子ども

家庭総

合セン

ター児

童相談

所長 

 ［略］ 

  イ～カ ［略］   イ～カ ［略］ 

キ 職務代理者印 キ 職務代理者印

公印の

名称

ひな

形番

号

書

体

寸法（

ミリメ

ートル

）

個

数
使用区分 保管者

 ［略］  ［略］

幼児未

来部専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］

子ども

家庭総

合セン

ター専

用さい

たま市

長職務

代理者

印

２ て

ん

書

方２７ １

 ［略］

市民生  ［略］

公印の

名称

ひな

形番

号

書

体

寸法（

ミリメ

ートル

）

個

数
使用区分 保管者

 ［略］  ［略］

幼児未

来部専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］

 ［略］

市民生  ［略］



活安全

課専用

さいた

ま市長

職務代

理者印

大宮盆

栽美術

館専用

さいた

ま市長

職務代

理者印

４ て

ん

書

方２７ １

 ［略］ 

介護保

険課専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］

活安全

課専用

さいた

ま市長

職務代

理者印

 ［略］ 

介護保

険課専

用さい

たま市

長職務

代理者

印

 ［略］ 

児童相

談所専

用さい

たま市

長職務

代理者

印

４ て

ん

書

方２７ １

 ［略］ 

 ［略］

ク・ケ ［略］ ク・ケ ［略］

コ 現金取扱員領収印 コ 現金取扱員領収印

公印の

名称

ひな

形番

号

書

体

寸法（

ミリメ

ートル

）

個

数
使用区分 保管者

 ［略］  ［略］

さいた

ま市区

現金取

扱員領

収印

 ［略］ ２

２

８

 ［略］

公印の

名称

ひな

形番

号

書

体

寸法（

ミリメ

ートル

）

個

数
使用区分 保管者

 ［略］  ［略］

さいた

ま市区

現金取

扱員領

収印

 ［略］ ２

２

７

 ［略］

附 則 



この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 



さいたま市規則第８８号 

   さいたま市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市児童福祉法施行細則（平成１５年さいたま市規則第１０６号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

 （委託及び入所の措置等に要する費用の徴収）  （委託及び入所の措置等に要する費用の徴収）

第２２条 市長は、法第２７条第１項第３号若しく

は第２項、第２７条の２第１項又は第３１条第２

項から第４項までの規定による措置を採ったとき

は、当該児童又は延長者（法第３１条第４項に規

定する延長者をいう。）について、入所後若しく

 は通所後又は委託後に要した措置費を限度として、

 本人又はその扶養義務者（本人と同一世帯に属し

生計を一にする者に限る。以下同じ。）から費用

を徴収することとし、その徴収する費用（以下「

徴収金」という。）の額は、別表に定める額とす

る。

第２２条 市長は、法第２７条第１項第３号若しく

は第２項、第２７条の２第１項又は第３１条第２

 項から第４項までの規定する措置を採ったときは、

 当該児童若しくは延長者（法第３１条第４項に規

定する延長者をいう。以下この項において同じ。

）が児童福祉施設等に入所し、又は当該児童若し

くは延長者を小規模住宅型児童養育事業を行う者

若しくは里親に委託した後に要した措置費を限度

として、本人又はその扶養義務者（本人と同一世

帯に属し生計を一にする者に限る。以下同じ。）

から費用を徴収することとし、その徴収する費用

（以下「徴収金」という。）の額は、別表に定め

る額とする。

２ 前項の規定は、法第３３条の６第１項（同条第

６項において準用する場合を含む。）に規定する

児童自立生活援助の実施をしたときについて準用

する。この場合において、「当該児童又は延長者

（法第３１条第４項に規定する延長者をいう。以

下この項において同じ。）について、入所後若し

くは通所後又は委託後に要した措置費」とあるの

は、「児童自立生活援助の実施に要した費用」と

する。

２ 前項の規定は、法第３３条の６第１項（同条第

６項において準用する場合を含む。）に規定する

児童自立生活援助の実施をしたときについて準用

する。この場合において、「当該児童若しくは延

長者（法第３１条第４項に規定する延長者をいう。

 以下この項において同じ。）が児童福祉施設等に

入所し、又は当該児童若しくは延長者を小規模住

宅型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し

た後に要した措置費」とあるのは、「児童自立生

活援助の実施に要した費用」とする。

３ ［略］ ３ ［略］

別表（第２２条関係） 別表（第２２条関係）

扶養義務者徴収金 扶養義務者徴収金

各月初日の被措置 徴収金基準月額 

児童及び入所者の

属する世帯の階層

区分 入所施設 

児童心理治

療施設通所

部及び児童 

各月初日の被措置 徴収金基準月額 

児童及び入所者の

属する世帯の階層

区分 入所施設 児童自立生 



自立生活援

助 

 ［略］ 

助活援 

 ［略］ 

 備考  備考

  １～８ ［略］   １～８ ［略］

  ９ この表の規定にかかわらず、里親若しくは

小規模住居型児童養育事業を行う者に委託さ

れている児童又は児童養護施設若しくは母子

生活支援施設に入所している児童が児童心理

治療施設へ通所する場合の徴収金の月額は０

円とする。

附 則 

 この規則は、平成３０年１２月１日から施行する。 



さいたま市規則第８９号 

   さいたま市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市国民健康保険条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１２９号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （療養費支給申請書の様式）  （療養費支給申請書の様式） 

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］ 

２ 柔道整復師の施術に係る療養費につき、協定又

は契約により受領委任の取扱いをする場合の療養

費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、

 当該協定又は契約に定める柔道整復施術療養費支

 給申請書又はこれに準じる様式によるものとする。

２ 柔道整復師の施術に係る療養費につき、協定又

は契約により受領委任の取扱いをする場合の療養

費支給申請書の様式は、前項の規定にかかわらず、

 当該協定又は契約に定める柔道整復師施術療養費

支給申請書又はこれに準ずる様式によるものとす

る。 

３ はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師

の施術に係る療養費につき、協定又は契約により

受領委任の取扱いをする場合の療養費支給申請書

の様式は、第１項の規定にかかわらず、当該協定

又は契約に定める療養費支給申請書又はこれに準

じる様式によるものとする。 

（療養費支給申請書に添付すべき書類） （療養費支給申請書に添付すべき書類） 

第２０条 省令第２７条第２項の規定により療養費

支給申請書（協定又は契約による柔道整復施術療

養費支給申請書及び療養費支給申請書を除く。）

に添付しなければならない療養につき算定した費

用の額に関する証拠書類は、次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ、当該右欄に掲げる書類とする。 

第２０条 省令第２７条第２項の規定により療養費

支給申請書（協定又は契約による柔道整復師施術

療養費支給申請書を除く。）に添付しなければな

らない療養につき算定した費用の額に関する証拠

書類は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該

右欄に掲げる書類とする。 

 ［略］  ［略］

（療養費の支給決定等の通知） （療養費の支給決定等の通知） 

第２１条 市長は、療養費の支給の可否を決定した

ときは、速やかに国保療養費支給決定通知（様式

第１９号）又は国民健康保険療養費不支給決定通

知書（様式第２０号）により当該申請者に通知し

なければならない。ただし、協定又は契約により

 受領委任の取扱いをする場合は、この限りでない。

第２１条 市長は、療養費の支給の可否を決定した

ときは、速やかに国保療養費支給決定通知（様式

第１９号）又は国民健康保険療養費不支給決定通

知書（様式第２０号）により当該申請者に通知し

なければならない。ただし、国民健康保険柔道整

復師施術療養費支給申請書により支給の決定をし



たときは、この限りでない。 

   附 則 

 この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 



さいたま市規則第９０号 

   さいたま市心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市心身障害者医療費支給条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１１

２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

 該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（受給資格の登録） （受給資格の登録） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項の心身障害者医療費受給資格登録申請書

兼同意書には、条例第４条第５項の所得を証明す

る書類を添付しなければならない。ただし、市長

は、登録申請をする者の所得を公簿等によって確

認することができるときは、当該書類の提出を省

略させることができる。 

４ 市長は、条例第５条第３項の規定により対象者

として登録しないことを決定したときは、心身障

害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書（様

式第２号）によりその旨を当該申請者に通知する

ものとする。 

 （受給資格証等）  （受給資格証等） 

第４条 条例第６条第１項の受給資格証は、心身障

害者医療費受給資格証（様式第３号。以下「受給

資格証」という。）とする。 

第４条 条例第６条第１項の規則で定める受給資格

 証は、心身障害者医療費受給資格証（様式第２号。

 以下「受給資格証」という。）とする。 

 ２ 市長は、条例第６条第２項の規定により対象者

として登録しないことを決定したときは、心身障

害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書（様

式第３号）によりその旨を当該申請者に通知する

ものとする。 

２ ［略］ ３ ［略］ 

３ 受給資格証の更新は、毎年１０月１日（次項及

び第５項において「更新日」という。）に行うも

のとする。 

４ 受給資格証は、昭和６２年から起算して５年ご

とに更新するものとし、当該更新を実施する年の

１０月１日（次項及び第６項において「更新日」

という。）に行うものとする。 

４ ［略］ ５ ［略］ 

５ ［略］ ６ ［略］ 



６ ［略］ ７ ［略］ 

７ 条例第６条第２項の規定による通知は、心身障

害者医療費支給停止通知書（様式第５号）により

行うものとする。 

 （支給の申請等）  （支給の申請等） 

第６条 条例第８条第１項に規定する医療費助成金

の支給の申請は、心身障害者医療費支給申請書（

様式第６号）により行わなければならない。この

場合において、市長は、必要があると認めるとき

は、申請者に対し関係書類の提出を求めることが

できる。 

第６条 条例第８条第１項に規定する医療費助成金

の支給の申請は、心身障害者医療費支給申請書（

様式第５号）により行わなければならない。この

場合において、市長は、必要があると認めるとき

は、申請者に対し関係書類の提出を求めることが

できる。 

２ 条例第８条第２項の規則で定める通知書は、心

身障害者医療費支給決定通知書（様式第７号）と

する。 

２ 条例第８条第２項の規則で定める通知書は、心

身障害者医療費支給決定通知書（様式第６号）と

する。 

 （医療機関等への支払等）  （医療機関等への支払等） 

第７条 条例第８条第３項の規定により医療費助成

金を医療機関等に支払う場合は、前条第１項の規

定にかかわらず、当該医療機関等から提出された

さいたま市心身障害者医療費連記式請求明細書（

様式第８号（その１））又はさいたま市心身障害

者医療費（後期高齢者医療該当者用）連記式請求

明細書（様式第８号（その２））その他市長が認

める書類等により支払うものとする。 

第７条 条例第８条第３項の規定により医療費助成

金を医療機関等に支払う場合は、前条第１項の規

定にかかわらず、当該医療機関等から提出された

さいたま市心身障害者医療費連記式請求明細書（

様式第７号（その１））又はさいたま市心身障害

者医療費（後期高齢者医療該当者用）連記式請求

明細書（様式第７号（その２））その他市長が認

める書類等により支払うものとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （届出事項）  （届出事項） 

第９条 条例第９条第１項の規定による登録事項変

更の届出は、心身障害者医療費受給資格内容等変

更（消滅）届（様式第９号）により行うものとす

る。 

第９条 条例第９条の規定による登録事項変更の届

出は、心身障害者医療費受給資格内容等変更（消

滅）届（様式第８号）により行うものとする。 

２ 条例第９条第２項の規定による届出は、受給資

格者証の有効期間の満了日の１月前まで（第４条

第７項の心身障害者医療費支給停止通知書を受領

した者にあっては、当該通知書に記載された停止

期間の満了日の１月前まで）に、所得状況届（様

式第１０号）に所得を証明する書類を添付して、

 市長に提出しなければならない。ただし、市長は、

 公簿等によって所得を確認することができるとき

は、所得状況届及び当該書類の提出を省略させる

ことができる。 

 （受給資格登録抹消の通知）  （受給資格消滅の通知） 

第１０条 市長は、受給資格登録者が対象者に該当

しなくなったと認めたときは、心身障害者医療費

 受給資格登録抹消通知書（様式第１１号）により、

 当該受給資格登録者であった者に通知するものと

する。ただし、受給資格登録者が死亡した場合そ

第１０条 市長は、受給資格者が対象者に該当しな

くなったと認めたときは、心身障害者医療費受給

資格消滅通知書（様式第９号）により、当該受給

 資格者であった者に通知するものとする。ただし、

 受給資格者が死亡した場合は、この限りでない。



の他受給資格登録者に通知する必要がないことが

明らかな場合は、この限りでない。 

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係） 

心身障害者医療費受給資格登録申請書兼同意書 心身障害者医療費受給資格登録申請書兼同意書 

 ［略］  ［略］

 ［略］ 

 【障害の状況及び所得状況の確認に関する同意に

ついて】 

 ［略］ 

 【障害の状況及び所得状況の確認に関する同意に

ついて】 

 心身障害者医療費支給に当たって市が行う次の事

項について同意します。 

障害の状況について確認の必要が生じた場合には、

さいたま市が公簿等により、障害の状況及び手帳情

報等の確認を行うことに同意します。また、高額療

養費の計算の必要が生じた場合には、私及び私の世

帯員の所得、市民税・県民税の課税状況等を調査す

ることに同意します。 

 １ 障害の状況について確認の必要が生じた場合

は、公簿等により、障害の状況及び手帳情報等

の確認を行うこと。 

 ２ 心身障害者医療費受給資格の認定又は更新の

審査のため、所得について確認の必要が生じた

場合には、公簿等により、私の所得、市民税・

県民税の課税状況等を調査すること。 

 ３ 高額療養費の計算の必要が生じた場合には、

公簿等により、私及び私の世帯員の所得、市民

税・県民税の課税状況等を調査すること。 

 ［略］  ［略］ 

 様式第２号（第４条関係） 

 （表） 

心身障害者医療費受給資格証

公費負担者番号

受給資格者番号

受

給

資

格

者

住所 

氏名 

生年月日 年 月 日

保

護

者

住所 

氏名 

生年月日 年 月 日

有 効 期 間 年 月 日から

年 月 日まで

交付年月日 年 月 日

発行機関名 さいたま市長   印

 （裏） 

注 意 事 項 



様式第２号（第３条関係） 様式第３号（第４条関係） 

 ［略］  ［略］ 

様式第６号（第６条関係）（その１） 様式第５号（第６条関係）（その１） 

 ［略］  ［略］ 

様式第６号（第６条関係）（その２） 様式第５号（第６条関係）（その２） 

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第６条、第８条関係）（表） 様式第６号（第６条、第８条関係）（表） 

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第６条、第８条関係）（裏） 様式第６号（第６条、第８条関係）（裏） 

 ［略］  ［略］ 

様式第８号（第７条関係）（その１） 様式第７号（第７条関係）（その１） 

 ［略］  ［略］ 

様式第８号（第７条関係）（その２） 様式第７号（第７条関係）（その２） 

 ［略］  ［略］ 

様式第９号（第９条関係） 様式第８号（第９条関係） 

 ［略］  ［略］ 

様式第１１号（第１０条関係） 様式第９号（第１０条関係） 

心身障害者医療費受給資格登録抹消通知書 心身障害者医療費受給資格消滅通知書 

 ［略］  ［略］ 

 次のとおり、心身障害者医療費受給資格の登録を

抹消しましたので通知します。 

 次のとおり、心身障害者医療費受給資格が消滅し

ましたので通知します。 

１ 抹消者氏名 １ 消滅者氏名 

２ 抹消した年月日     年  月  日 ２ 消滅した年月日     年  月  日 

３ 抹消した理由 ３ 消滅した理由 

 ［略］  ［略］ 

様式第２号の次に次の１様式を加える。 



様式第３号（第４条関係） 

(表)   (裏) 

心 身 障 害 者 医 療 費 受 給 資 格 証 注 意 事 項 

公費負担者番号                 

受給資格者番号                 

受
給
資
格
者

住 所 

氏 名 

生 年 月 日 
年    月    日 

保
護
者

住 所 

氏 名 

生 年 月 日 
年    月    日 

有 効 期 間 

年    月    日から

年    月    日まで

交 付 年 月 日 年    月    日 

発 行 機 関 名 さいたま市長        印 



様式第４号の次に次の１様式を加える。 



様式第５号（第４条関係）

心身障害者医療費支給停止通知書

                            第     号

                            年  月  日

        様

                     さいたま市長       印

 心身障害者医療費支給条例第４条第５項の規定により、次のとおり心身障害

者医療費の支給停止を決定しましたので通知します。

 氏   名   

 受給資格者番号   

 理   由   所得限度額を超過しているため

 期   間 年  月  日から   年  月  日まで

（教示）
 １ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌
日から起算して３箇月以内にさいたま市長に対して審査請求をすることが
できます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の翌日から起算
して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

 ２ この処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日の翌日から起
算して６箇月以内にさいたま市を被告として（市長が被告の代表者となり
ます。）提起することができます。なお、６箇月以内であっても、処分の
日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起することがで
きなくなります。

 ３ この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に審査
請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決
があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することが
できます。なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１
年を経過すると取消しの訴えを提起することができなくなります。



様式第９号の次に次の１様式を加える。  



様式第１０号（第９条関係）

所 得 状 況 届

年  月  日

（宛先）さいたま市長 

           住   所

           氏   名               印

           生年月日        年   月   日

           受給資格者番号

          （電  話     ―    ―    ）

    年分の所得の状況について

（※該当の番号を◯で囲んでください。）

１． 別添の、所得（課税）証明書のとおり届け出ます。 

２． 以下のとおり、収入がなかった旨を届け出ます。 

（下欄にご記入ください。）  

収入がなかった方の記入欄 （※「２」に◯をした方） 

（※該当の番号を◯で囲んでください。）

１．  遺族年金・障害年金を受給しています。 

２．  扶養・仕送りなどで生活しています。 

３．  その他（上記以外）の生活状況 



   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 

（経過措置）

２ さいたま市心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例（平成３０年さいた

ま市条例第５６号）附則第２項の適用を受ける者については、平成３１年１月１日

から平成３４年９月３０日までの間、この規則による改正後のさいたま市心身障害

者医療費支給条例施行規則第４条第３項及び第７項並びに第９条第２項の規定は適

用しない。 



さいたま市規則第９１号 

さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２７年さいたま市規則第１

１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （条例別表第２の規則で定める事務及び情報）  （条例別表第２の規則で定める事務及び情報） 

第３条 条例別表第２第１項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

第３条 条例別表第２第１項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 地方税法第２３条第１項第９号及び第２９２

条第１項第９号の扶養親族に関する事務 当該

扶養親族を有するとした者に係る児童福祉法（

昭和２２年法律第１６４号）第６条の４の里親

の認定における里親に関する情報 

 地方税法第２３条第１項第８号及び第２９２

条第１項第８号の扶養親族に関する事務 当該

扶養親族を有するとした者に係る児童福祉法（

昭和２２年法律第１６４号）第６条の４の里親

の認定における里親に関する情報 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

第６条 条例別表第２第４項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

第６条 条例別表第２第４項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 介護保険法第５０条に規定する居宅介護サー

ビス費等の額の特例の申請に係る事実について

の審査に関する事務 次に掲げる情報 

 介護保険法第５０条第１項又は第２項に規定

する居宅介護サービス費等の額の特例の申請に

係る事実についての審査に関する事務 次に掲

げる情報 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 介護保険法第６０条に規定する介護予防サー

ビス費等の額の特例の申請に係る事実について

の審査に関する事務 第４号に掲げる情報 

 介護保険法第６０条第１項又は第２項に規定

する介護予防サービス費等の額の特例の申請に

係る事実についての審査に関する事務 第４号

に掲げる情報 

 介護保険法第６１条第１項の高額介護予防サ

ービス費の支給の申請に係る事実についての審

査に関する事務 第４号に掲げる情報 

 介護保険法第６１条第１項の高額介護予防サ

ービス費の支給の申請に係る事実についての審

査に関する事務 第５号に掲げる情報 



  ～（２３） ［略］   ～（２３） ［略］ 

（２４） 介護保険法第１２９条第２項の規定による保

険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せら

れる被保険者に係る第４号に掲げる情報 

（２４） 介護保険法第１２９条第２項の規定による保

険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せら

れる被保険者に係る第５号に掲げる情報 

（２５）～（３３） ［略］  （２５）～（３３） ［略］ 

（３４） 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１

８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第２６条の規定による改正前の介護保険

法（以下この条において「旧介護保険法」とい

う。）第８条第２６項の介護療養型医療施設に

係る旧介護保険法第５０条に規定する居宅介護

サービス費等の額の特例の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 第４号に掲げる情報

（３４） 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１

８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第２６条の規定による改正前の介護保険

法（以下この条において「旧介護保険法」とい

う。）第８条第２６項の介護療養型医療施設に

係る旧介護保険法第５０条第１項又は第２項に

規定する居宅介護サービス費等の額の特例の申

請に係る事実についての審査に関する事務 第

４号に掲げる情報 

（３５） 旧介護保険法第８条第２６項の介護療養型医

療施設に係る旧介護保険法第５１条第１項に規

定する高額介護サービス費の支給の申請に係る

事実についての審査に関する事務 第４号に掲

げる情報 

（３５） 旧介護保険法第８条第２６項の介護療養型医

療施設に係る旧介護保険法第５１条第１項に規

定する高額介護サービス費の支給の申請に係る

事実についての審査に関する事務 第５号に掲

げる情報 

（３６） [略]  （３６） [略] 

第７条 条例別表第２第５項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

第７条 条例別表第２第５項の規則で定める事務は

次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める

情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各

号に定める情報とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 児童福祉法第２１条の５の２９第１項の肢体

不自由児通所医療費の支給に関する事務 次に

掲げる情報 

 児童福祉法第２１条の５の２９第１項の肢体

不自由児通所医療費の支給に関する事務 次に

掲げる情報 

  ア 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留

邦人等支援給付等実施関係情報 

  ア 当該申請に係る障害児の保護者若しくは当

該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国

残留邦人等支援給付等実施関係情報 

  イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護

事務関係情報 

  イ 当該申請に係る障害児の保護者若しくは当

該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活

保護事務関係情報 

  ウ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護

準用事務関係情報 

  ウ 当該申請に係る障害児の保護者若しくは当

該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活

保護準用事務関係情報 

  エ～カ ［略］   エ～カ ［略］ 

  キ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る個人市民

税賦課徴収情報 

  キ 当該申請に係る障害児の保護者若しくは当

該保護者と同一の世帯に属する者に係る個人

市民税賦課徴収情報 

 ［略］    ［略］ 

 児童福祉法第５６条第２項に規定する費用の

徴収に関する事務 次に掲げる情報 

 児童福祉法第５６条第２項に規定する費用の

徴収に関する事務 次に掲げる情報 

  ア 当該費用の徴収に係る障害児の保護者又は

当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中

国残留邦人等支援給付等実施関係情報 



  イ ［略］   ア ［略］ 

  ウ ［略］   イ ［略］ 

  エ ［略］   ウ ［略］ 

  オ ［略］   エ ［略］ 

  カ ［略］   オ ［略］ 

  キ ［略］   カ ［略］ 

  ク ［略］   キ ［略］ 

第２０条 条例別表第２第１８項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

第２０条 条例別表第２第１８項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号

に定める情報とする。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

第３２条 条例別表第２第３０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

第３２条 条例別表第２第３０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 中国残留邦人等支援法第１４条第１項若しく

は第３項の支援給付の支給の実施又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（

平成１９年法律第１２７号。以下この号におい

て「平成１９年改正法」という。）附則第４条

第１項の支援給付の支給の実施に関する事務 

次に掲げる情報 

 中国残留邦人等支援法第１４条第１項若しく

は第３項の支援給付の支給の実施又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（

平成１９年法律第１２７号。以下この号におい

て「平成１９年改正法」という。）附則第４条

第１項の支援給付の支給の実施に関する事務 

次に掲げる情報 

  ア～ソ ［略］   ア～ソ ［略］ 

  タ 要支援者等に係る個人市民税賦課徴収情報   タ 要支援者等に係る個人市民税賦課徴収 

  チ～ハ ［略］   チ～ハ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

第３３条 条例別表第２第３１項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

第３３条 条例別表第２第３１項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 国民年金法第１０５条第３項に規定する給付

及び同法第８９条第１項、第９０条第１項、第

９０条の２第１項、第２項若しくは第３項若し

くは第９０条の３第１項又は国民年金法等の一

部を改正する法律（平成１６年法律第１０４号

）附則第１９条第１項若しくは第２項若しくは

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民

年金法等の一部を改正する法律（平成２６年法

律第６４号）附則第１４条第１項に規定する国

民年金の保険料の免除又は保険料の納付に関す

る処分に係る申請、届出その他の行為（以下こ

の号において「申請等」という。）に係る事実

 国民年金法第１０５条第３項に規定する給付

及び同法第８９条第１項、第９０条第１項、第

９０条の２第１項、第２項若しくは第３項若し

くは第９０条の３第１項又は国民年金法等の一

部を改正する法律（平成１６年法律第１０４号

）附則第１９条第１項若しくは第２項若しくは

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民

年金法等の一部を改正する法律（平成２６年法

律第６４号）附則第１４条第１項に規定する国

民年金の保険料の免除又は保険料の納付に関す

る処分に係る申請、届出その他の行為（以下こ

の号において「申請等」という。）に係る事実



についての審査に関する事務 次に掲げる情報 についての審査に関する事務 次に掲げる情報

  ア ［略］   ア ［略］ 

     イ 当該申請等に係る者に係る生活保護事務関

係情報 

  イ ［略］   ウ ［略］ 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条の改正は、平成３１年１月１

日から施行する。 



さいたま市規則第９２号 

   さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則（平成２０年さいたま市規則第１

０４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（炭化水素類） 

第１６条 条例第３６条第２号の規則で定める有機

化合物又はその混合物は、次に掲げるとおりとす

る。 

（炭化水素類） 

第１６条 条例第３６条第２号の規則で定める有機

化合物又はその混合物は、次に掲げるとおりとす

る。 

 ［略］   ［略］ 

 単一物質であって、１気圧の状態で沸点が摂

氏１５０度以下であるもの（メタン、エタン及

び特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に

関する法律（昭和６３年法律第５３号）第２条

第２項の特定物質等を除く。） 

 単一物質であって、１気圧の状態で沸点が摂

氏１５０度以下であるもの（メタン、エタン及

び特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関

する法律（昭和６３年法律第５３号）第２条第

１項の特定物質を除く。） 

 混合物であって、１気圧で５容量パーセント

留出温度（日本工業規格（第４１条及び別表第

１から別表第３までにおいて「規格」という。

）Ｋ２２５４に定める方法で測定した物質の性

状をいう。）が摂氏１５０度以下であるもの（

第１号に掲げる物及びメタン、エタン又は前号 

に規定する特定物質等を含有する混合物を除く。

） 

 混合物であって、１気圧で５容量パーセント

留出温度（日本工業規格（第４１条及び別表第

１から別表第３までにおいて「規格」という。

）Ｋ２２５４に定める方法で測定した物質の性

状をいう。）が摂氏１５０度以下であるもの（

第１号に掲げる物及びメタン、エタン又は前号

に規定する特定物質を含有する混合物を除く。

） 

（夜間営業騒音等の規制に係る区域等） 

第３９条 ［略］ 

（夜間営業騒音等の規制に係る区域等） 

第３９条 ［略］ 

２ 条例第５５条第２項の規則で定める区域は、次

に掲げるとおりとする。 

２ 条例第５５条第２項の規則で定める区域は、次

に掲げるとおりとする。 

 都市計画法第８条第１項第１号に掲げる第１ 

種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居 

専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、 

準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域又は 

準工業地域の指定がされている区域 

 都市計画法第８条第１項第１号に掲げる第１ 

種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、

第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居 

専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、 

準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域の指 

定がされている区域 

 ［略］   ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 



別表第１（第２１条関係） 別表第１（第２１条関係） 

 揮発性物質の含有率の算定方法 揮発性物質の含有率の算定方法 

 ［略］ ［略］ 

 備考  備考 

  １～３ ［略］ １～３ ［略］ 

  ４ その他炭化水素類でない物質とは、次に掲

げるものをいう。 

  ４ その他炭化水素類でない物質とは、次に掲

げるものをいう。 

   ア・イ ［略］    ア・イ ［略］ 

   ウ 特定物質等の規制等によるオゾン層の保

護に関する法律第２条第２項の特定物質等 

   ウ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護

に関する法律第２条第１項の特定物質 

   エ ［略］    エ ［略］ 

  ５・６ ［略］   ５・６ ［略］ 

別表第１０（第２２条関係） 別表第１０（第２２条関係） 

騒音に係る規制基準 騒音に係る規制基準 

 ［略］   ［略］ 

 前号の許容限度は、次の表の時間の区分及び 

区域の区分ごとに同表に掲げるとおりとする。 

 前号の許容限度は、次の表の時間の区分及び 

区域の区分ごとに同表に掲げるとおりとする。 

［略］ ［略］ 

備考 備考 

１ 区域の区分は、次のとおりとする。 １ 区域の区分は、次のとおりとする。 

ア 第一種区域 都市計画法第８条第１項第

１号に掲げる第一種低層住居専用地域、第

二種低層住居専用地域、第一種中高層住居

専用地域、第二種中高層住居専用地域又は

田園住居地域の指定がされている区域 

ア 第一種区域 都市計画法第８条第１項第 

１号に掲げる第一種低層住居専用地域、第 

二種低層住居専用地域、第一種中高層住居 

専用地域又は第二種中高層住居専用地域の 

指定がされている区域 

イ～エ ［略］ イ～エ ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

別表第１１（第２２条関係） 別表第１１（第２２条関係） 

振動に係る規制基準 振動に係る規制基準 

 ［略］   ［略］ 

 前号の許容限度は、次の表の時間の区分及び 

区域の区分ごとに同表に掲げるとおりとする。 

 前号の許容限度は、次の表の時間の区分及び 

区域の区分ごとに同表に掲げるとおりとする。 

［略］ ［略］ 

備考 備考 

１ 区域の区分は、次のとおりとする。 １ 区域の区分は、次のとおりとする。 

ア 第一種区域 次に掲げる区域をいう。 ア 第一種区域 次に掲げる区域をいう。 

（ア） 都市計画法第８条第１項第１号に掲げ 

る第一種低層住居専用地域、第二種低層 

住居専用地域、第一種中高層住居専用地 

域、第二種中高層住居専用地域、第一種 

住居地域、第二種住居地域、準住居地域 

又は田園住居地域の指定がされている区 

域 

（ア） 都市計画法第８条第１項第１号に掲げ 

る第一種低層住居専用地域、第二種低層 

住居専用地域、第一種中高層住居専用地 

域、第二種中高層住居専用地域、第一種 

住居地域、第二種住居地域又は準住居地 

域の指定がされている区域 

（イ） ［略］ （イ） ［略］ 



 イ ［略］  イ ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

別表第１２（第２５条関係） 別表第１２（第２５条関係） 

悪臭の排出に係る基準 悪臭の排出に係る基準 

 ［略］   ［略］ 

 前号の敷地の境界線における臭気指数の許容 

限度は、次の表の区域の区分及び業種の区分ご 

とに同表に掲げるとおりとする。 

 前号の敷地の境界線における臭気指数の許容 

限度は、次の表の区域の区分及び業種の区分ご 

とに同表に掲げるとおりとする。 

［略］ ［略］ 

備考 備考 

１ 区域の区分は、次のとおりとする。 １ 区域の区分は、次のとおりとする。 

ア 第一種区域 次に掲げる区域をいう。 ア 第一種区域 次に掲げる区域をいう。 

（ア） 都市計画法第８条第１項第１号に掲げ 

る第一種低層住居専用地域、第二種低層 

住居専用地域、第一種中高層住居専用地 

域、第二種中高層住居専用地域、第一種 

住居地域、第二種住居地域、準住居地域 

又は田園住居地域の指定がされている区 

域 

（ア） 都市計画法第８条第１項第１号に掲げ 

る第一種低層住居専用地域、第二種低層 

住居専用地域、第一種中高層住居専用地 

域、第二種中高層住居専用地域、第一種 

住居地域、第二種住居地域又は準住居地 

域の指定がされている区域 

（イ） ［略］ （イ） ［略］ 

イ・ウ ［略］ イ・ウ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 ［略］   ［略］ 

   附 則 

 この規則は、平成３１年１月１日から施行する。ただし、第３９条、別表第１０、

別表第１１及び別表第１２の改正は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９３号 

   さいたま市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の初任給調整手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第４２

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

期間の区分 月額 

１年未満 ３０８，６００円

１年以上２年未満 ３０８，６００円

２年以上３年未満 ３０８，６００円

３年以上４年未満 ３０８，６００円

４年以上５年未満 ３０８，６００円

５年以上６年未満 ３０８，６００円

６年以上７年未満 ３０８，６００円

７年以上８年未満 ３０８，６００円

８年以上９年未満 ３０８，６００円

９年以上１０年未満 ３０８，６００円

１０年以上１１年未満 ３０８，６００円

１１年以上１２年未満 ３０８，６００円

１２年以上１３年未満 ３０８，６００円

１３年以上１４年未満 ３０８，６００円

１４年以上１５年未満 ３０８，６００円

１５年以上１６年未満 ３０８，６００円

１６年以上１７年未満 ３０５，３００円

１７年以上１８年未満 ３０２，０００円

１８年以上１９年未満 ２９８，７００円

１９年以上２０年未満 ２９５，４００円

２０年以上２１年未満 ２９２，１００円

２１年以上２２年未満 ２７８，３００円

２２年以上２３年未満 ２６４，３００円

２３年以上２４年未満 ２５０，８００円

２４年以上２５年未満 ２３６，９００円

２５年以上２６年未満 ２２３，２００円

２６年以上２７年未満 ２０５，６００円

期間の区分 月額 

１年未満 ３０８，３００円

１年以上２年未満 ３０８，３００円

２年以上３年未満 ３０８，３００円

３年以上４年未満 ３０８，３００円

４年以上５年未満 ３０８，３００円

５年以上６年未満 ３０８，３００円

６年以上７年未満 ３０８，３００円

７年以上８年未満 ３０８，３００円

８年以上９年未満 ３０８，３００円

９年以上１０年未満 ３０８，３００円

１０年以上１１年未満 ３０８，３００円

１１年以上１２年未満 ３０８，３００円

１２年以上１３年未満 ３０８，３００円

１３年以上１４年未満 ３０８，３００円

１４年以上１５年未満 ３０８，３００円

１５年以上１６年未満 ３０８，３００円

１６年以上１７年未満 ３０５，０００円

１７年以上１８年未満 ３０１，７００円

１８年以上１９年未満 ２９８，４００円

１９年以上２０年未満 ２９５，１００円

２０年以上２１年未満 ２９１，８００円

２１年以上２２年未満 ２７８，０００円

２２年以上２３年未満 ２６４，０００円

２３年以上２４年未満 ２５０，５００円

２４年以上２５年未満 ２３６，６００円

２５年以上２６年未満 ２２２，９００円

２６年以上２７年未満 ２０５，３００円



２７年以上２８年未満 １８８，５００円

２８年以上２９年未満 １７１，２００円

２９年以上３０年未満 １５３，６００円

３０年以上３１年未満 １３５，６００円

３１年以上３２年未満 １１７，３００円

３２年以上３３年未満 ９９，４００円

３３年以上３４年未満 ７３，４００円

３４年以上３５年未満 ４９，１００円

２７年以上２８年未満 １８８，２００円

２８年以上２９年未満 １７０，９００円

２９年以上３０年未満 １５３，３００円

３０年以上３１年未満 １３５，３００円

３１年以上３２年未満 １１７，０００円

３２年以上３３年未満 ９９，１００円

３３年以上３４年未満 ７３，１００円

３４年以上３５年未満 ４８，８００円

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市職員の初任給調整手当に関する規則別表の規

定は、平成３０年４月１日から適用する。 



さいたま市規則第９４号 

さいたま市職員の宿日直手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の宿日直手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則第５２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（宿日直手当の額） （宿日直手当の額） 

第３条 条例第２４条第１項の規則で定める額は、

その勤務１回につき、次に掲げる額とする。ただ

し、勤務時間が５時間未満の場合は、当該額に１

００分の５０を乗じて得た額とする。 

第３条 条例第２４条第１項の規則で定める額は、

その勤務１回につき、次に掲げる額とする。ただ

し、勤務時間が５時間未満の場合は、当該額に１

００分の５０を乗じて得た額とする。 

 ［略］   ［略］ 

 前条第２号に掲げる勤務については、２１，

０００円（条例第８条第１項に規定する指定管

理職員及びさいたま市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（平成２１年さ

いたま市条例第３５号）第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員の行うものに

あっては、４０，０００円） 

 前条第２号に掲げる勤務については、２０，

０００円（条例第８条第１項に規定する指定管

理職員及びさいたま市一般職の任期付職員の採

用及び給与の特例に関する条例（平成２１年さ

いたま市条例第３５号）第２条第１項の規定に

より任期を定めて採用された職員の行うものに

あっては、４０，０００円） 

 ［略］   ［略］ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市職員の宿日直手当に関する規則（以下「改正

後の規則」という。）第３条の規定は、平成３０年４月１日から適用する。 

 （宿日直手当の内払） 

３ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前のさいた

ま市職員の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改



正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。 



さいたま市規則第９５号 

さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成１３年さいたま

市規則第５４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命

権者が定めるものとする。 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命

権者が定めるものとする。 

 再任用職員以外の職員 １００分の１００（

条例第２７条第２項に規定する特定管理職員（

次号において「特定管理職員」という。）にあ

っては、１００分の１２０） 

 再任用職員以外の職員 １００分の９５（条

例第２７条第２項に規定する特定管理職員（次

号において「特定管理職員」という。）にあっ

ては、１００分の１１５） 

 再任用職員 １００分の４７．５（特定管理

職員にあっては、１００分の５７．５） 

 再任用職員 １００分の４２．５（特定管理

職員にあっては、１００分の５２．５） 

第２条 さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改

正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命

権者が定めるものとする。 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分

に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命

権者が定めるものとする。 

 再任用職員以外の職員 １００分の９７．５  再任用職員以外の職員 １００分の１００（



（条例第２７条第２項に規定する特定管理職員

（次号において「特定管理職員」という。）に

あっては、１００分の１１７．５） 

条例第２７条第２項に規定する特定管理職員（

次号において「特定管理職員」という。）にあ

っては、１００分の１２０） 

 再任用職員 １００分の４５（特定管理職員

にあっては、１００分の５５） 

 再任用職員 １００分の４７．５（特定管理

職員にあっては、１００分の５７．５） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年４月

１日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規

則第２４条の規定は、平成３０年１２月１日から適用する。 



さいたま市規則第９６号 

   さいたま市大宮区役所駐車場条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市大宮区役所駐車場条例（平成３０年さいたま市条例

第  号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用方法等） 

第２条 さいたま市大宮区役所駐車場（以下「駐車場」という。）を利用する者（以

下「利用者」という。）は、自動車を入場させるときに駐車券の交付を受けなけれ

ばならない。 

２ 利用者は、自動車を出場させるときに駐車券を提出し、駐車時間に対応する使用

料を納付しなければならない。 

３ 市長は、利用者が正当な理由なく駐車券の提出又は使用料の納付をしないときは、 

 自動車の出場を拒否するものとする。 

４ 利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車場の係員に申し出て、駐車券紛

失届（別記様式）を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の届出を受けたときは、自動車を駐車した者であることを確認の上、 

 当該自動車の出場を許可することができる。 

（使用料の減免） 

第３条 条例第９条第１号の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその

時間は、次のとおりとする。 

 条例第９条第１号の施設等を利用した場合（次号又は第３号に該当する場合を

除く。） 駐車場入場から６０分に達するまでの時間 

 利用者の責めに帰することのできない理由により、前号の施設等の利用時間が

６０分を超えた場合 当該施設等の利用に要した時間 

 市が主催する事業、会議等に、市の依頼を受けて出席する場合 当該事業、会

議等の出席に要した時間 

 前３号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が必要

と認める時間 

２ 条例第９条第１号の規則で定める施設等は、別表のとおりとする。 



（損害賠償） 

第４条 市は、次の各号のいずれかに該当する損害については、責任を負わないもの

とする。 

 天災等の不可抗力による損害 

 利用者が引き起こした衝突、接触その他駐車場内の事故についての損害 

 駐車場内に駐車する自動車内に留置された物品又は積載物若しくは取付物につ

いての損害 

 前３号に掲げるもののほか、市の責めによらない事由により発生した損害 

（管理上の指示） 

第５条 市長は、駐車場の利用上の遵守事項を定め、必要があると認めるときは、そ

の都度利用者に必要な指示をすることができる。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成３１年５月７日から施行する。 



別表（第３条関係） 

大宮区役所 

さいたま市立大宮図書館 

北部建設事務所 

北部都市・公園管理事務所 

障害者更生相談センター 

大宮駅東口まちづくり事務所 

氷川参道対策室 

東日本交流拠点整備課 

その他市長が特に必要と認める施設等 



別記様式（第２条関係） 

駐 車 券 紛 失 届 

年  月  日   

（宛先）さいたま市長 

住所 

届出者 氏名 

電話番号 

 次のとおり車両を駐車しましたが、駐車券を紛失しましたので、届け出ます。 

入場年月日及び時刻 年  月  日（ ）
午前

午後
  時   分

車 名 

車 両 番 号 

出場年月日及び時刻 年  月  日（ ）
午前

午後
  時   分

運 転 免 許 証 番 号 

使 用 料 円

係 員 氏 名 

備 考 



さいたま市規則第９７号 

   さいたま市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市都市公園条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第２０１号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

公園施設の申請受付開始日 公園施設の申請受付開始日 

公園の区分 
公園施設の

区分 

受付を開始

する日 

 ［略］ 

元荒川緑地  ［略］ 

さいたま新都

心公園 

集会室 利用しようと

する日の属す

る月の前月の

１日 

公園の区分 
公園施設の

区分 

受付を開始

する日 

 ［略］ 

元荒川緑地  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 



さいたま市規則第９８号 

   さいたま市文書管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市文書管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 文書の受領、配布及び収受（第９条―第

１３条） 

第３章 文書の処理（第１４条―第２０条） 

第４章 文書の施行（第２１条―第３０条） 

第５章 文書の保管、保存及び廃棄（第３１条―

第４７条） 

第６章 補則（第４８条・第４９条） 

附則 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 文書の受領、配布及び収受（第８条―第

１２条） 

第３章 文書の処理（第１３条―第１９条） 

第４章 文書の施行（第２０条―第２８条） 

第５章 文書の保管、保存及び廃棄（第２９条―

第４５条） 

第６章 補則（第４６条・第４７条） 

附則 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文

書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られた記録

をいう。以下同じ。）であって、職員が組織的

に用いるものとして、市が保有しているものを

いう。 

 文書 事務を処理するために作成し、又は取

得した紙、図面、写真、フィルム及び電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。以下同じ。）であっ

て、職員が組織的に用いるものをいう。 

 ～  ［略］   ～  ［略］ 

（文書の取扱いの原則） （文書の処理及び取扱いの原則） 

第３条 第３条 事案の処理は、文書によることを原則とす

る。ただし、事案の処理と同時に文書を作成する

ことが困難である場合にあっては、事後速やかに

作成するものとする。 

  文書の取扱いは、正確かつ迅速に行い、事案の

処理経過を明らかにし、常に能率的に処理しなけ

ればならない。 

２ 文書の取扱いは、正確かつ迅速に行い、その処

理経過を明らかにし、常に能率的に処理しなけれ

ばならない。 



２ ［略］ ３ ［略］ 

３ 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防

止するとともに、非常災害時に際して必要な処理

ができるようにあらかじめ適切な措置を講じてお

かなければならない。 

（文書の作成） 

第４条 職員は、事案の処理を行う場合は、審議、

検討の経緯その他の意思決定に至る過程並びに事

務及び事業の実績について、合理的に跡付け、又

は検証することができるよう、文書を作成しなけ

ればならない。 

２ 事案の処理と同時に文書を作成することが困難

である場合は、事後速やかに文書を作成するもの

とする。 

３ 処理に係る事案が定例的かつ軽易なものである

ときは、前２項の規定は適用しない。 

（文書主管課長の職務） （文書主管課長の職務） 

第５条 文書主管課長は、文書の受領、配布、収受、

処理、施行、保管、保存、廃棄等の事務を総括し、

 文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう必要な

指導及び調整を行わなければならない。 

第４条 文書主管課長は、文書の受領、配布、収受、

処理、施行、保管、保存、廃棄等の事務を総括し、

 文書の事務が適正かつ円滑に処理されるよう必要

な指導及び調整を行わなければならない。 

第６条 ［略］ 第５条 ［略］ 

（課長の職務） （課長の職務） 

第７条 課長は、この規則の定めるところにより、

その所属における文書事務を管理し、文書事務の

迅速化及び適正化を図るため、所属職員に対し必

要な指示を行わなければならない。 

第６条 課長は、この規則の定めるところにより、

その所管する文書について迅速な処理かつ適正な

管理を行い、事務が能率的に運営できるよう努め

なければならない。 

 （文書取扱責任者、文書取扱主任及び文書取扱補

助者） 

 （文書取扱責任者、文書取扱主任及び文書取扱補

助者） 

第８条 ［略］ 第７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 文書取扱主任は、課長の命を受けて、次に掲げ

る事務を処理する。 

４ 文書取扱主任は、課長の命を受けて、次に掲げ

る事務を処理する。 

 ［略］    ［略］ 

 第１５条第２項の規定による起案文書の審査

に関すること。 

 第１４条第２項の規定による起案文書の審査

に関すること。 

 ［略］    ［略］ 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

第２章 ［略］ 第２章 ［略］ 

（文書の受領及び配布） （文書の受領及び配布） 

第９条 本庁又は区役所に到達した文書（課に直接 第８条 本庁又は区役所に到達した文書（課に直接



到達した文書及び通信回線を利用して受信した電

磁的記録を除く。）は、原則として文書主管課又

は文書管理課（以下「文書主管課等」という。）

において受領するものとする。ただし、書留、引

受時刻証明、配達証明、内容証明若しくは特別送

達の扱いによる郵便物又は電報については、書留

郵便物等収受簿（様式第１号）に所要事項を記入

の上、主務課又は名宛人に配布し、受領印を徴す

るものとする。 

到達した文書及び通信回線を利用して受信した電

磁的記録を除く。）は、原則として文書主管課又

は文書管理課（以下「文書主管課等」という。）

において受領するものとする。ただし、書留、引

受時刻証明、配達証明、内容証明若しくは特別送

達の扱いによる郵便物又は電報については、書留

郵便物等収受簿（様式第１号）に所要事項を記入

の上、主務課又は名あて人に配布し、受領印を徴

するものとする。 

２～４［略］  ２～４［略］ 

第１０条 ［略］ 第９条 ［略］ 

第１１条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

第１２条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

（文書の収受） （文書の収受） 

第１３条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の規定にかかわらず、同種の文書を定例

的若しくは大量に収受するとき、又は第１５条第

２項各号に規定する手続により起案の処理をする

こととなる文書を収受するときは、他の一定の帳

簿（電磁的記録により作成するものを含む。）に

より文書の収受の記録を管理することができる。

３ 前２項の規定にかかわらず、同種の文書を定例

的若しくは大量に収受するとき、又は第１４条第

２項各号に規定する手続により起案の処理をする

こととなる文書を収受するときは、他の一定の帳

簿（電磁的記録により作成するものを含む。）に

より文書の収受の記録を管理することができる。

４ 配布を受けた文書又は直接受領した文書が庁内

文書（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報

が記録された文書を除く。第２５条第３項におい

て同じ。）、刊行物その他これらに類する文書で

あるときは、前３項の規定による処理を省略する

ことができる。 

４ 配布を受けた文書又は直接受領した文書が庁内

文書（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報

が記録された文書を除く。第２４条第３項におい

て同じ。）、刊行物その他これらに類する文書で

あるときは、前３項の規定による処理を省略する

ことができる。 

第３章 ［略］ 第３章 ［略］ 

（供覧） （供覧） 

第１４条 ［略］  第１３条 ［略］ 

２ 供覧文書を確認した者は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める方法により処理する

ものとする。 

 電子文書管理システムによる供覧 電子文書

管理システムにおける確認の意思の登録 

 前号以外の供覧 供覧用紙の所定の欄への押

印 

（起案） （起案） 



第１５条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文

書の起案については、当該各号に定める方法によ

り処理することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文

書の起案については、当該各号に定める手続によ

り処理することができる。 

 法令等に定める帳票等（決裁処理欄が記載さ

れたものに限る。）により処理する事案に係る

文書 当該帳票等を用いた起案 

 法令等に定める帳票等により処理する事案に

係る文書 当該帳票等を用いた起案 

 ［略］   ［略］ 

 電子文書管理システム以外のシステムから出

力される帳票等（決裁処理欄が記載されたもの

に限る。）により処理する事案に係る文書 当

該帳票等を用いた起案 

（起案の要領） （起案の要領） 

第１６条 起案文書には、起案の理由又は説明を簡

明に記述するものとする。 

第１５条 起案文書には、起案の理由又は説明を簡

明に記述するものとし、関係法令その他参考とな

る事項の付記、関係書類の添付等により起案の根

拠、理由、経過等を明らかにしなければならない。

ただし、事案が定例的又は軽易なものにあっては、

この限りでない。 

２ 起案文書には、意思決定に至る経緯及び過程に

ついて、事後検証を行うことができるよう、関係

法令その他参考となる事項を付記するとともに、

関係書類を添付するものとする。ただし、事案が

定例的なもの又は軽易なものにあっては、この限

りでない。 

（起案文書の回議及び決裁） （起案文書の回議及び決裁） 

第１７条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２ 回議の承認又は決裁は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める方法により処理するも

のとする。 

 電子文書管理システムによる起案 電子文書

管理システムにおける承認又は決定の意思の登

録 

 前号以外の起案 起案用紙の所定の欄への押

印 

（合議） （合議） 

第１８条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

２ 関係局部課への合議の順序は、原則として次の

表に掲げるとおりとする。 

区 分 合議の順序 

課長専決によるもの 主務課長の決裁後、関 

係する課長に合議する。

同一部内で合議する

場合で、部長専決に

よるもの 

主務課長の回議後、関

係する課長に合議し、

主管の部長の決裁を受 



 ける。 

同一局内の他部に合

議する場合で、部長

専決によるもの 

主管の部長の決裁後、

他部に合議する。 

同一局内の他部に合

議する場合で、局長

専決によるもの 

主管の部長の回議後、

他部に合議する。 

他局に合議する場合

で、部長専決による

もの 

主管の部長の決裁後、

他局に合議する。 

他局に合議する場合

で、局長専決による

もの 

主管の局長の決裁後、

他局に合議する。 

副市長に回議する場

合で、他局に合議す

るもの 

主管の局長の回議後、

他局に合議する。 

３ 合議は、必要最小限とし、事務処理の迅速化に

努めなければならない。 

４ ［略］ ２ ［略］ 

５ ［略］ ３ ［略］ 

６ ［略］ ４ ［略］ 

７ 前条第２項の規定は、合議について準用する。

（文書取扱責任者等の文書審査） （文書取扱責任者等の文書審査） 

第１９条 起案文書は、係長の回議を受けた後、文

書取扱責任者（第１５条第２項の規定による起案

文書にあっては、文書取扱責任者又は文書取扱主

任）の審査を受けなければならない。 

第１８条 起案文書は、係長の回議を受けた後、文

書取扱責任者（第１４条第２項の規定による起案

文書にあっては、文書取扱責任者又は文書取扱主

任）の審査を受けなければならない。 

２ 文書取扱責任者又は文書取扱主任は、次に掲げ

る事項を審査し、起案者に対して必要な指示を与

え、当該起案文書を修正させることができる。 

２ 文書取扱責任者又は文書取扱主任は、次に掲げ

る事項を審査し、起案者に対して必要な指示を与

え、当該起案文書を修正させることができる。 

 ［略］    ［略］ 

 関係書類の添付 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

第２０条 ［略］ 第１９条 ［略］ 

第４章 ［略］ 第４章 ［略］ 

（文書の記号及び番号） （文書の記号及び番号） 

第２１条 施行する文書には、記号及び番号を付さ

なければならない。ただし、法令等に定めのある

文書、庁内文書、契約書及び相手方が定める様式

により発送する文書については、この限りでない。

第２０条 施行する文書には、記号及び番号を付さ

なければならない。ただし、庁内文書、契約書及

び相手方が定める様式により発送する文書につい

ては、この限りでない。 

２ ［略］  ２ ［略］  

３ 文書の番号は、課及び会計年度（以下「年度」 ３ 文書の番号は、課及び会計年度（以下「年度」



という。）ごとに電子文書管理システムで管理す

る番号とする。ただし、第１５条第２項の規定に

よる起案に係る文書については、電子文書管理シ

ステムで管理する番号と重複しない一連の番号を

付するものとする。 

という。）ごとに電子文書管理システムで管理す

る番号とする。ただし、第１４条第２項の規定に

よる起案に係る文書については、電子文書管理シ

ステムで管理する番号と重複しない一連の番号を

付するものとする。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

第２２条 ［略］ 第２１条 ［略］ 

第２３条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

第２４条 ［略］ 第２３条 ［略］ 

（発送文書の取扱い） （発送文書の取扱い） 

第２５条 ［略］ 第２４条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、第１５条第２項の規

定による起案に係る文書については、他の一定の

帳簿（電磁的記録により作成するものを含む。）

により文書の発送の記録を管理することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、第１４条第２項の規

定による起案に係る文書については、他の一定の

帳簿（電磁的記録により作成するものを含む。）

により文書の発送の記録を管理することができる。

３ ［略］ ３ ［略］ 

第２６条 ［略］ 第２５条 ［略］ 

第２７条 ［略］ 第２６条 ［略］ 

第２８条 ［略］ 第２７条 ［略］ 

（文書の完結） 

第２９条 文書の完結日は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める日とする。 

 帳簿類 帳簿の閉鎖の日。ただし、加除式の

帳簿類から除冊された帳簿にあっては、当該帳

簿から除冊した日 

 出納に関する証拠書類 当該出納があった日

 契約文書 当該契約事項の履行が終わった日

 発送を要する文書 発送した日 

 前各号に掲げる文書以外の文書で決裁又は供

覧に係るもの 決裁又は供覧の完了した日 

 前各号に掲げる文書以外の文書 当該文書の

事案の処理が終わった日 

（郵便切手等の受払い） （郵便切手等の受払い） 

第３０条 ［略］ 第２８条 ［略］ 

２ 郵便切手等受払簿は、年度ごとに調製するもの

とする。 

第５章 ［略］ 第５章 ［略］ 



第３１条 ［略］ 第２９条 ［略］ 

第３２条 ［略］ 第３０条 ［略］ 

 （ファイリング責任者及びファイリング担当者）  （ファイリング責任者及びファイリング担当者）

第３３条 ［略］ 第３１条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ ファイリング責任者は、課長の命を受け、次に

掲げる事務を処理する。 

３ ファイリング責任者は、課長の命を受け、次に

掲げる事務を処理する。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 ファイル基準表（様式第７号）の作成及び見

直しに関すること。 

 ファイル基準表（様式第７号）の作成に関す

ること。 

 ［略］   ［略］ 

４～６ ［略］  ４～６ ［略］ 

第３４条 ［略］  第３２条 ［略］ 

 （文書の保管）  （文書の保管） 

第３５条 ［略］ 第３３条 ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

７ 前項の規定にかかわらず、事務処理上常時使用

するものとして主務課長が指定した文書又は第２

９条に規定する完結に至っていない文書（以下「

継続文書」という。）は、個別フォルダー単位に、

 引き続きキャビネットの上段又は中段の引出しに

収納するものとする。 

７ 前項の規定にかかわらず、事務処理上常時使用

するものとして主務課長が指定した文書又は第３

５条に規定する完結に至っていない文書（以下「

継続文書」という。）は、個別フォルダー単位に、

 引き続きキャビネットの上段又は中段の引出しに

収納するものとする。 

８～１２ ［略］ ８～１２ ［略］ 

 （文書の保存期間等）  （文書の保存期間等） 

第３６条 ［略］ 第３４条 ［略］ 

２ ［略］  ２ ［略］  

３ 文書の保存期間は、法令に別の定めがある場合

を除き、別表に定める基準に従い、３０年、１０

年、５年、３年及び１年の区分によるものとする。

ただし、第１３条第１項及び第２５条第１項の規

定により調製した文書収受発送簿の保存期間につ

いては、別に定める。 

３ 文書の保存期間は、法令に別の定めがある場合

を除き、別表に定める基準に従い、３０年、１０

年、５年、３年及び１年の区分によるものとする。

ただし、第１２条第１項及び第２４条第１項の規

定により調製した文書収受発送簿の保存期間につ

いては、別に定める。 

４ 文書の保存期間は、前項の区分に従い、文書の

重要度、利用度等を考慮し、個別フォルダーを単

位として、主務課長が定めるものとする。ただし、

 前条第９項の全庁共通ファイル基準表に係る個別

フォルダーの保存期間については、文書主管課長

が定めるものとする。 

４ 文書の保存期間は、前項の区分に従い、個別フ

ォルダーを単位として、主務課長が定めるものと

する。ただし、前条第９項の全庁共通ファイル基

準表に係る個別フォルダーの保存期間については、

 文書主管課長が定めるものとする。 

５ 保存期間の異なる文書を一連の文書として区分

し、整理する場合の保存期間は、それぞれの文書

の保存期間とするべき区分のうち、最も長い期間

によるものとする。 



  （文書の完結） 

 第３５条 文書の完結日は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める日とする。 

 帳簿類 帳簿の閉鎖の日。ただし、加除式

の帳簿類から除冊された帳簿にあっては、当

該帳簿から除冊した日 

 出納に関する証拠書類 当該出納があった

日 

 契約文書 当該契約事項の履行が終わった

日 

 発送を要する文書 発送した日 

 前各号に掲げる文書以外の文書で決裁又は

供覧に係るもの 決裁又は供覧の完了した日

 前各号に掲げる文書以外の文書 当該文書

の事案の処理が終わった日 

第３７条 ［略］ 第３６条 ［略］ 

 （文書の保存） 

第３８条 文書は、前２条の規定により定められた

保存期間が満了するまでの間、所定の書庫等にお

いて、適正かつ確実に利用できる状態で保存され

なければならない。 

 （ファイル基準表の作成等）  （ファイル基準表の作成等） 

第３９条 ［略］ 第３７条 ［略］ 

２ ファイリング責任者は、文書の保存期間その他

のファイル基準表に記載された内容が適正である

かを毎年見直すとともに、必要に応じファイル基

準表を改訂するものとする。 

２ ファイリング責任者は、ファイル基準表を毎年

見直し、必要があれば改訂するものとする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （文書の引継ぎ）  （文書の引継ぎ） 

第４０条 ［略］ 第３８条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 事業所、第３２条ただし書の保管単位及び主務

課長が文書主管課長へ申請し承認された課等に係

る文書の引継ぎについては、前３項の規定にかか

わらず、別に主務課長が管理する書庫で保存する

ことができるものとする。 

４ 事業所、第３０条ただし書の保管単位及び主務

課長が文書主管課長へ申請し承認された課等に係

る文書の引継ぎについては、前３項の規定にかか

わらず、別に主務課長が管理する書庫で保存する

ことができるものとする。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

第４１条 ［略］ 第３９条 ［略］ 

 （保存文書の閲覧等）  （保存文書の閲覧等） 

第４２条 第４０条第１項の規定により文書主管課

長等に引き継がれた保存文書の閲覧又は借用を受

第４０条 第３８条第１項の規定により文書主管課

長等に引き継がれた保存文書の閲覧又は借用を受



けようとする者は、当該文書主管課長等が定める

方法により、その承認を受けなければならない。

けようとする者は、当該文書主管課長等が定める

方法により、その承認を受けなければならない。

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （保存期間の延長）  （保存期間の延長） 

第４３条 保存期間を超えて文書を保存する必要が

あると主務課長が認めるときは、次の各号に掲げ

る文書の区分に応じ、当該各号に定める期間が経

過するまでの間保存期間を延長することができる。

この場合において、第４０条第１項の規定により

文書主管課長等に引き継いだ保存文書の保存期間

を延長しようとするときは、当該文書主管課長等

と協議しなければならない。 

第４１条 保存期間を超えて文書を保存する必要が

あると主務課長が認めるときは、次の各号に掲げ

る文書の区分に応じ、当該各号に定める期間が経

過するまでの間保存期間を延長することができる。

この場合において、第３８条第１項の規定により

文書主管課長等に引き継いだ保存文書の保存期間

を延長しようとするときは、当該文書主管課長等

と協議しなければならない。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

第４４条 ［略］ 第４２条 ［略］ 

第４５条 ［略］ 第４３条 ［略］ 

（文書の廃棄） （文書の廃棄） 

第４６条 文書主管課長等は、それぞれが管理する

書庫で保存する文書（第４４条の規定によりアー

カイブズセンター室長に引き継ぐ文書を除く。）

の保存期間が満了したときは、廃棄を決定するも

のとする。 

第４４条 文書主管課長等又は第３８条第４項の規

定により自らの管理する書庫で文書を保存してい

る主務課長は、それぞれが管理する書庫で保存す

る文書（第４２条の規定によりアーカイブズセン

ター室長に引き継いだ文書を除く。）の保存期間

が満了したときは、廃棄を決定するものとする。

２ 前項の規定による廃棄の決定に当たっては、あ

らかじめ主務課長が内容を確認し、廃棄の承認を

行うものとする。 

３ 第４０条第４項の規定により自らの管理する書

庫で文書を保存している主務課長は、当該文書（

第４４条の規定によりアーカイブズセンター室長

に引き継ぐ文書を除く。）の保存期間が満了した

ときは、あらかじめ内容を確認し、廃棄を決定す

るものとする。 

４ 次の各号に掲げる文書は、ファイリング責任者

が課長の承認を得て、当該各号に定める日以後に

廃棄するものとする。 

 第３６条第２項に規定する文書 同条第１項

の規定により保存する必要のない文書と選別し

た日 

 ［略］ 

２ 次の各号に掲げる文書は、ファイリング責任者

が課長の承認を得て、当該各号に定める日以後に

廃棄するものとする。 

 第３４条第２項に規定する文書 同条第１項

の規定により保存する必要のない文書と選別し

た日 

 ［略］ 

５ ［略］ ３ ［略］ 

６ ［略］ ４ ［略］ 

第４７条 ［略］ 第４５条 ［略］ 



第６章 ［略］ 第６章 ［略］ 

第４８条 ［略］ 第４６条 ［略］ 

第４９条 ［略］ 第４７条 ［略］ 

別表（第３６条関係） 別表（第３４条関係） 

第１種（３０年保存する文書） 第１種（３０年保存する文書） 

 市行政の総合的な計画に関する文書 

 市の沿革となる文書 

 市の廃置分合、境界変更及び町名区域変更

に関する文書 

 ［略］  ［略］ 

 告示、公告等に関する文書で３０年保存す

る必要があるもの 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 職員の任免及び賞罰に関する文書 

 予算、決算及び出納に関する文書で３０年

保存する必要があるもの 

 許可、認可等に関する文書で３０年保存す

る必要があるもの 

 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関

する文書で３０年保存する必要があるもの 

 市有財産の取得、処分及び変更に関する文

書 

 市の廃置分合、境界変更及び町名区域変更

に関する文書 

 市の沿革となる文書 

 市行政の総合的な計画に関する文書 

 契約、協定等に関する文書で３０年保存す

る必要があるもの 

 工事の施工に関する文書で３０年保存する

必要があるもの 

 ［略］  ［略］ 

第２種（１０年保存する文書） 第２種（１０年保存する文書） 

 重要な事務及び事業の計画、実施に関する

文書 

 告示、公告等に関する文書で１０年保存す

る必要があるもの 

 予算、決算及び出納に関する文書で１０年

保存する必要があるもの 

 請願、陳情等に関する文書で１０年保存す

る必要があるもの 

 貸付金及び補助金に関する文書で１０年保

存する必要があるもの 



 許可、認可等に関する文書で１０年保存す

る必要があるもの 

 表彰に関する文書で１０年保存する必要が

あるもの 

 国又は県の行政機関の諸令達で１０年保存

する必要があるもの 

 国又は県の行政機関の諸令達で重要なもの

 寄附採納に関する文書で１０年保存する必

要があるもの 

 寄附採納に関する文書で重要なもの 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 第３種に規定する文書で特に重要なもの 

 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関

する文書で１０年保存する必要があるもの 

 調査研究、統計等に関する文書で１０年保

存する必要があるもの 

 契約、協定等に関する文書で１０年保存す

る必要があるもの 

 工事の施工に関する文書で１０年保存する

必要があるもの 

 ［略］  ［略］ 

第３種（５年保存する文書） 第３種（５年保存する文書） 

 事務及び事業の計画、実施に関する文書 

 告示、公告等に関する文書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 許可、認可等に関する文書  許可又は認可に関する文書 

 ［略］  ［略］ 

 職員の勤務命令、旅行命令等に関する文書

 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関

する文書 

 調査研究、統計等に関する文書 

 契約、協定等に関する文書 

 工事の施工に関する文書 

 ［略］  ［略］ 

第４種（３年保存する文書） 第４種（３年保存する文書） 

 依頼、照会、回答、通知、申請、報告、届

出等に関する文書 

 申請、報告、届出等に関する文書 

 ［略］     ［略］ 

 職員の服務、休暇等に関する文書  職員の服務に関する文書 

 前各号に掲げるもののほか、３年保存する

必要があると認められる文書 

 前３号に掲げるもののほか、３年保存する

必要があると認められる文書 

第５種（１年保存する文書） 第５種（１年保存する文書） 

 依頼、照会、回答、通知、申請、報告、届  照会、回答、通知等の文書で軽易なもの 



出等に関する文書で軽易なもの 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 原簿又は台帳に記入が終了した届出等に関

する文書 

 前３号に掲げるもののほか、１年保存する

必要があると認められる文書 

 前各号に掲げるもののほか、１年保存する

必要があると認められる文書 

様式第１号（第９条関係） 様式第１号（第８条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第２号（第１３条関係） 様式第２号（第１２条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第３号（第１３条関係） 様式第３号（第１２条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第４号（第１４条関係） 様式第４号（第１３条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第５号（第１５条関係） 様式第５号（第１４条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第６号（第３０条関係） 様式第６号（第２８条関係） 

年度 郵便切手等受払簿 郵便切手等受払簿 

 ［略］  ［略］ 

様式第７号（第３３条関係） 様式第７号（第３１条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第８号（第３９条関係） 様式第８号（第３７条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第９号（第４３条関係） 様式第９号（第４１条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第１０号（第４５条関係） 様式第１０号（第４３条関係） 

［略］ ［略］ 

様式第１１号（第４５条関係） 様式第１１号（第４３条関係） 

［略］ ［略］ 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市文書管理規則別表の規定は、この規則の施行

の日以後に発生した文書について適用し、同日前に発生した文書については、なお

従前の例による。 



さいたま市規則第９９号

   さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則

 さいたま市市税条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第６４号）の一部を次の

ように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

別表第２（第１２条の５関係） 別表第２（第１２条の５関係） 

市民税の減免 市民税の減免 

区分 減免の範囲 
減免の

割合 
摘要 

条例

第４

７条

第１

項第

１号

に該

当す

る場

合 

１ 天災その他の災

害により、次の各

号のいずれかに該

当することとなっ

た者 

 ［略］ 

 納税義務者が

障害者（法第２

９２条第１項第

１０号に規定す 

  る障害者をいう。

  ）となったとき。

 ［略］ 

２ 天災その他の災

害により個人の市

民税の納税義務者

（その者の法第２

９２条第１項第７

号及び第９号に規

定する同一生計配

偶者及び扶養親族

を含む。）の所有

に係る住宅又は家

財につき受けた損 

 害の金額（保険金、

 損害賠償金等によ

り補填されるべき

金額を除く。以下

区分 減免の範囲 
減免の

割合 
摘要 

条例

第４

７条

第１

項第

１号

に該

当す

る場

合 

１ 天災その他の災

害により、次の各

号のいずれかに該

当することとなっ

た者 

［略］ 

 納税義務者が

障害者（法第２

９２条第１項第

９号に規定する

障害者をいう。 

）となったとき。

 ［略］ 

２ 天災その他の災

害により個人の市

民税の納税義務者

（その者の法第２

９２条第１項第７

号及び第８号に規

定する控除対象配

偶者及び扶養親族

を含む。）の所有

に係る住宅又は家

財につき受けた損 

 害の金額（保険金、

 損害賠償金等によ

り補てんされるべ

き金額を除く。以



「損害金額」とい

う。）及び前年の

同項第１３号に規

定する合計所得金

額（以下「合計 

 所得金額」という。

 ）が、次の各号の

いずれかに該当す

ると認められる者 

  ～  ［略］ 

 ［略］ 

下「損害金額」と

いう。）及び前年

の同項第１３号に

規定する合計所得

金額（以下「合計 

 所得金額」という。

 ）が、次の各号の

いずれかに該当す

ると認められる者 

  ～  ［略］ 

 ［略］ 

様式第１９号（別表第１関係） 様式第１９号（別表第１関係） 

 ［略］  ［略］ 

交付要求通知書 交付要求通知書 

 強制換価手続が行われましたので、次のとおり滞

納金額を徴収するため、地方税法がその例とする国

税徴収法第８２条第１項の規定により交付要求をし

ました。同条第 項の規定により通知します。 

 滞納金額を徴収するため、次のとおり地方税法の

規定により交付要求をしましたので、同法において

その例によるものとされた国税徴収法第８２条第 

項の規定により通知します。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２０号（別表第１関係） 様式第２０号（別表第１関係） 

 ［略］  ［略］ 

交付要求書 交付要求書 

 強制換価手続が行われましたので、次のとおり滞

納金額を徴収するため、地方税法がその例とする国

税徴収法第８２条第１項の規定により交付要求しま

す。 

 滞納金額を徴収するため、次のとおり地方税法の

規定により交付要求します。 

 ［略］  ［略］ 

 様式第３９号（その１）（表）を次のように改める。 



様式第３９号（その１）（別表第１関係）（表） 

年度分 市民税・県民税申告書

（宛先）さいたま市    区長    年  月  日提出       

年 1月 1日の住所 電 話 番 号
自宅・勤務先・携帯

現 住 所 同 上 個 人 番 号

フ リ ガ ナ 職 業

氏 名 世帯主の氏名

生 年 月 日  年   月   日生 世帯主との続柄

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２

条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。
整 理 番 号

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項

雑 損 控 除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

１

収

入

金

額

等

事

業

営業等

・  ・ 農 業

損害金額
保険金などで 
補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額 不動産

利 子

医 療 費 控 除
支払った医療費等 保険金などで補填される金額 配 当

給 与

社会保険料控除

源泉徴収票の社会保険料欄の金額 
雑

公的年金等

国民健康保険 国民年金 その他

介護保険 任意継続
総
合
譲
渡

短 期

後期高齢者医療保険 長 期

小規模企業共済

等掛金控除

小規模企業共済法に

規定する共済契約掛金

確定拠出年金法に規定する

企業型・個人型年金加入者掛金

心身障害者

扶養共済掛金 一 時

生命保険料控除

新生命保険料の計 旧生命保険料の計

２

所

得

金

額

事

業

営業等

農 業

新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計 不動産

利 子

介護医療保険料の計 配 当

給 与

地震保険料控除
地震保険料の計 旧長期損害保険料の計 雑所得計

総合譲渡・一時

寡婦(寡夫)・勤
労学生控除

□ 寡婦(寡夫)控除 □ 勤労学生控除 合 計

□死別 □生死不明

□離別 □未帰還

学校名・学

年 年
４

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

雑損控除

医療費控除 区分 □

申告者本人が障害者の場合は、障

害の程度を記入してください。
障害の程度

手帳の種別 社会保険料控除

等 級 級・度 小規模企業共済等掛金控除

配偶者控除・配偶

者特別控除・同一

生計配偶者

配 偶 者 の 氏 名 障害の程度 級・度 生命保険料控除

生 年 月 日 ・  ・ 配偶者の合計所得金額 地震保険料控除

個 人 番 号 □
同一生計配偶者（控除

対象配偶者を除く。） 寡婦（寡夫）・

勤労学生控除
（扶養親族に関する事項）

氏 名 生年月日 個人番号 同居・別居 続柄 障害の程度 障害者控除

・ ・ 同・別 級・度 配偶者控除・

配偶者特別控除・ ・ 同・別 級・度

・ ・ 同・別 級・度

扶養控除・ ・ 同・別 級・度

・ ・ 同・別 級・度 基礎控除

（注）

６ 事業専従者に関する事項
合 計

氏 名 生年月日 個人番号 続柄 従事月数 専従者給与（控除）額 地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択

する場合には、「医療費控除」欄の「区分」

の□に「１」と記入してください。 

 ・ ・ 月

 ・ ・ 月

青色申告特別控

除額
専従者給与（控除）額の合計額

５ 給与・公的年金等 

 に係る所得以外（６ 

 ５歳未満の方は給与 

 所得以外）の所得に 

 係る市民税・県民税 

 の納税方法 

□給与から差し引き 

（特別徴収） 

□自分で納付 

（普通徴収） 

７ 寄附金に関する事項

都道府県・市区町村分 寄附先

埼玉県共同募金会・日本赤十字社埼玉県支部

条例指定分
埼玉県 寄附先

さいたま市 寄附先



様式第３９号（その１）（裏）を次のように改める。 



様式第３９号（その１）（別表第１関係）（裏） 
８ 月別給与収入等記載欄

給与収入のある方で、源泉徴収票のない方は、月別

の収入金額等を記入してください。

14 所得がなかった方の記載欄（該当するものに○をして必要事項を記入してく
ださい。）

① 次の方の扶養になっていた、又は援助を受けていた。

 同居  ・  別居（別居の場合は住所を記入してください。）

 住所                                

 氏名            あなたとの続柄             

〈上記の方が単身赴任の場合、次の項目にも記入してください。〉

月 日給 勤務日数 収入金額

1 日

2 
3 
4 
5 
6 単身赴任の期間   年   月から   年   月まで（予定）

7 前年所得種類及び合計所得金額 所得

8 
さいたま市内の家屋の使用状況

A 家族が住んでいる(持家や貸家) 
B 間借りしている9 

10 ② 学生・生徒で収入がなかった。（前年１２月３１日の現況）

 大学・大学院  短大  専門学校  その他         年卒業予定

③ 雇用保険（失業保険）・労災保険等を受給していた。（現在も受給中）

 受給期間      年       月から     年     月まで

④ 遺族年金・傷病手当金等で生活していた。

遺族年金・傷病手当金・障害年金・その他（    ）

（障害者控除を申告される方は、表面の「障害の程度」欄にも記入してくだ

さい。）

 年間受給金額                            

⑤ 生活保護法による生活扶助を受けていた。（現在も受けている。）

 受給期間     年       月から     年     月まで

⑥ その他（前年中どのように生計を立てていたかを記入してください。）

11 
12 

賞与（ボーナス）等

合 計

勤務先所在地

勤 務 先 名 称

電 話 番 号

勤務した期間      月 ～     月

勤 務先所 在 地

勤 務 先 名 称

電 話 番 号

勤務した期間  月 ～     月

９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項

種 目 所得の生ずる場所 収入金額 必要経費

15 区内に住所を有しない方でその区内に事務所・事業所又は家屋敷を有する方
（該当するものに○をして必要事項を記入してください。）10 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金

額を総所得金額等に含め、配当割額又は株式等譲渡所

得割額の控除を受けようとする場合は、下の各欄を記

入してください。

 ①事務所・事業所 ②家屋敷

所 在 地 さいたま市   区 所 在 地 さいたま市   区

電 話 番 号 電話番号

配 当 割 額 控 除 額 屋号 (名称 ) 使用状況（１月１日現在）

Ａ 家族が住んでいる（持家や貸家）

Ｂ 別荘・別宅

Ｃ 他の方に貸している

Ｄ 間借りしている

Ｅ 居住していない

(ⅰ)現在、住んでいないが居住できる状態
(ⅱ)全く居住できない状態
（廃屋、取壊し等）

株式等譲渡所得割額控除額 職 ( 業 ) 種
 使用状況（１月１日現在）

Ａ 使用している

Ｂ 使用していない

Ｃ 一時的に使用

月から  月まで

D 廃業（  年  月）
E 法人成り（  年  月）

分離課税に係る所得等のある方は、「市民税・県民税申告

書（分離課税等用）」をあわせて提出してください。

11 別居の扶養親族等に関する事項

氏 名 続柄 住 所

前年の所得の種類及び合計所得金額

（不明の場合は記入不要です。）
所得

（注）

16 事業税に関する事項
12 表面に書ききれなかった「扶養親族」 非課税所得

など

損益通算の特

例適用前の不

動産所得

事業用資

産の譲渡

損失など

資産の

種類

損失額・被

災損失額(白) ここに必要事項を記入してください。（氏名、生年月日、

個人番号等）

前年中の開

廃業月日
月  日

開

・

廃

事 業 所

所 在 地

（注）

13 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項 17 さいたま市以外の市区町村
に勤務先より給与支払報告

書を提出済みの方 A 収入金額 B 必要経費 C 差引(A－B) D 特別控除額 所得金額(C－D) 
総合

譲渡

短期 イ 勤務先所在地

長期 ロ  勤 務 先 名 称

一時 ハ 電 話 番 号

（注） ニ＝イ＋〔（ロ＋ハ）×

1/2〕 

勤務先へ報告

している住所

税理士

署名押印                  

電話番号



様式第３９号（その２）を次のように改める。 



様式第３９号（その２）（別表第１関係） 
年度分 市民税・県民税申告書（事務所・事業所・家屋敷用）                       

（宛先）さいたま市    区長    年  月  日提出

年 1月 1日の
住所

電 話 番 号
自宅・勤務先・携帯

現 住 所 個 人 番 号

フ リ ガ ナ 職 業

氏 名 世 帯 主 の 氏 名

生 年 月 日    年   月   日生 世帯主との続柄

整 理 番 号

政令 指定 都市であ るさい たま市では、区を一つの市として取扱うこととされている (地 方 税法 第７３７ 条 )こ とか ら、

事務 所・事業 所又は 家屋敷 (以 下 「事務 所等」 といいま す。 )に 係 る課税は 、さい たま市 の区内に実際に住んでいなくて

も、その年の１月１日現在、その区に事務所等を有し、かつ前年中に一定の所得があった方は、地方税法 (第 ２ ４条第１

項第 ２号・第 ２９４ 条第１項第２号 )の 規定に よりその 事務所 等のあ る区により均等割 (   円 )が 課 税さ れます。  

 つ き まして は、裏 面の「 申告書の 書き方」をご参考の上、この申告書を作成し、お早めに提出してくださいますよう

お願いします。 (郵 送で の提出の 場合に は、同 封の返信用封筒をご利用ください。 ) 

１  さいたま市内に有している事務所・事業所又は家屋敷について （該当するものに○をして必要事項を記入してください。） 

事務所・事業所（店舗／工場等） 家 屋敷  

所

在

地 

さいたま市  区 所

在

地 

さいたま市  区 

電話番号  電 話 番 号   

屋号（名称）  使 用 状 況（１ 月１日 現在）  

Ａ  家 族 が住んで いる (持 家 や貸家 ) 

Ｂ  別 荘 ・別宅  

Ｃ  他 の 方に貸し ている  

Ｄ  間 借 りしてい る  

Ｅ  居 住 していな い  

  (ⅰ )現 在 、住 んでい ないが 居住でき る状態  

  (ⅱ )全 く 居住 できな い状態 (廃 屋 、取壊 し等 ) 

職（業）種  

使 用 状況（１ 月１日 現在）  

Ａ  使 用 して いる  

Ｂ  使 用 して いない  

Ｃ  一 時 的に 使用    月 か ら    月 ま で  

Ｄ  廃 業 （   年   月 ）  

Ｅ  法 人 成り （   年   月 ）  

２  前 年 中の 所得 金額等 につい て  (源 泉 徴 収票の 添付は必 要あり ません。 ) 

給与所得 収入金額  給与所得金額  

給与所得以外 
種目 所得 所得金額  

種目 所得 所得金額  

同一生計配

偶者又は扶

養親族 

氏名 続柄 個人番号 生年月日 
合計所得金額 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 本人該当項目（該当するものに○をしてください。） 

 年  月  日 障害者（特別・普通）   寡婦    寡夫 

未成年者  年  月  日 

税理士

署名押印                        

電話番号

３  勤 務先よ り給与 支払報 告書を提 出済み の方 ４  単 身赴 任中の 方

勤務先所在地 単身赴任の期間

    年   月から    年    月まで（予定）名    称

電 話 番 号

５  税務署へ確定申告書を提出済みの方又は提出予定の方 

提出先

  税務署

提出日・提出予定日

年 月 日

確定申告書に記載した住所



様式第４６号を次のように改める。 



様式第４６号(別表第１関係) 

第     号   

年  月  日   

          様 

さいたま市長          印  

法人市民税更正(決定)通知書 

     年  月  日から  年  月  日までの事業年度分の法人市民税について、地方税法  

の規定により、次のとおり更正(決定)しましたので通知します。 

  管理番号

納 税

義 務 者

所 在 地

法 人 名

区 分 更正・決定前の額 更正・決定額 

課
税
標
準
額

課税標準となる法人税額 ①     

分割基準となる従業者数 当市分／全従業者数 ②     

分割法人における課税標準となる法人税額①×② ③     

法

人

税

割

額

の

明

細

税 率 ④     

法人税割額①×④(分割法人は③×④) ⑤     

市民税の特定寄附金税額控除額 ⑥     

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 

又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 
⑦   

外国の法人税等の額の控除額 ⑧     

仮装経理に基づく法人税割額の控除額 ⑨     

差引法人税割額 ⑩     

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 ⑪     

納付すべき又は減少する法人税割額 ⑫     

均
等
割
額
の
明
細

算定期間中に事務所等を有していた月数 ⑬     

均等割年額〔    〕×
⑬欄の月数

12
⑭     

納付すべき又は減少する均等割額 ⑮     

納付すべき又は減少する市民税額⑫＋⑮ ⑯     

指 定 納 期 限     

更正・決定の理由等 

納付すべき市民税額があるときは、指定納期限までに延滞金を本税と合わせて納めてください。 

(教示) 
１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に
さいたま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の
翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 
２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か
ら起算して６箇月以内にさいたま市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することがで
きます。なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提
起することができなくなります。 
３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提
起することができます。 
 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 
 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 



様式第４７号の２及び様式第４７号の３を次のように改める。 



様式第４７号の２（別表第１関係） 

        様 

さいたま市長(さいたま市  区長) 印  

市民税・県民税減免可否決定通知書 

     年  月  日付けで申請のありました市民税・県民税の減免については、地方税法第４５条及び

第３２３条並びにさいたま市市税条例第４７条の規定により次のとおり決定しましたので通知します。 

減免決定内容 

減免額合計                     円 

理    由 

年 度 

徴 収 方 法 

納税者氏名 

課 税 地 

１ 普通徴収                                        (円) 

  年税額             

減 免 前 賦 課 額

減 免 額

減 免 後 賦 課 額

充 当 額

２ 給与所得に係る特別徴収                                 (円) 

  年税額 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 

減 免 前 賦 課 額

減 免 額

減 免 後 賦 課 額

充 当 額

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 

３ 公的年金等所得に係る特別徴収                             （円） 

  年税額 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月 

減 免 前 賦 課 額

減 免 額

減 免 後 賦 課 額

 (教示) 

１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に

さいたま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の

翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６箇月以内にさいたま市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することがで

きます。なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提

起することができなくなります。 

３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができ

ませんが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提

起することができます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 



様式第４７号の３（別表第１関係） 

        様 

さいたま市長（さいたま市  区長） 印  

市民税・県民税減免取消決定通知書 

     年  月  日付けで決定しました市民税・県民税の減免につきましては、次のとおり取

消しをすることに決定しましたので通知します。 

取消減免額合計                      円 

理 由 

年 度 

徴 収 方 法  

納 税 者 氏 名 

課 税 地 

１ 普通徴収                                    （円） 

  年税額             

減免前賦課額

減 免 額

減免後賦課額

取消後賦課額

充 当 額

２ 給与所得に係る特別徴収                             （円） 

  年税額 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 

減免前賦課額

減 免 額

減免後賦課額

取消後賦課額

充 当 額

１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 

３ 公的年金等所得に係る特別徴収                          （円） 

  年税額 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月 

減免前賦課額

減 免 額

減免後賦課額

取消後賦課額

(教示) 
１ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内
にさいたま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があっ
た日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 
２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日
から起算して６箇月以内にさいたま市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起すること
ができます。なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの
訴えを提起することができなくなります。 
３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することがで
きませんが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴
えを提起することができます。 
 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 
 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 



   附 則

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市市税条例施行規則様式第３９号（その１）（

表）、様式第３９号（その１）（裏）及び様式第３９号（その２）の規定は、平成

３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。 


